
A３　訪問型サービス（独自／定率）サービスコード表（緩和した基準によるサービス）（令和６年４月１日以降適用）

種類 項目

A3 1001 訪問型市独自サービスⅠ（1割負担） 244

A3 1002 訪問型市独自サービスⅠ（1割負担）・同一 220

A3 1003 訪問型市独自サービスⅠ（2割負担） 244

A3 1004 訪問型市独自サービスⅠ（2割負担）・同一 220

A3 1009 訪問型市独自サービスⅠ（3割負担） 244

A3 1010 訪問型市独自サービスⅠ（3割負担）・同一 220

A3 1005 訪問型市独自サービスⅡ（１割負担） 163

A3 1006 訪問型市独自サービスⅡ（１割負担）・同一 147

A3 1007 訪問型市独自サービスⅡ（2割負担） 163

A3 1008 訪問型市独自サービスⅡ（2割負担）・同一 147

A3 1011 訪問型市独自サービスⅡ（3割負担） 163

A3 1012 訪問型市独自サービスⅡ（3割負担）・同一 147

A3 1101 訪問型市独自サービス初回加算（1割負担） 200

A3 1102 訪問型市独自サービス初回加算（2割負担） 200

A3 1141 訪問型市独自サービス初回加算（3割負担） 200

A3 1103 訪問型市独自サービス生活機能向上加算Ⅰ（1割負担） 100

A3 1104 訪問型市独自サービス生活機能向上加算Ⅰ（2割負担） 100

A3 1142 訪問型市独自サービス生活機能向上加算Ⅰ（3割負担） 100

A3 1173 訪問型市独自サービス生活機能向上加算Ⅱ（1割負担） 200

A3 1174 訪問型市独自サービス生活機能向上加算Ⅱ（2割負担） 200

A3 1175 訪問型市独自サービス生活機能向上加算Ⅱ（3割負担） 200

A3 1182 訪問型市独自サービス口腔連携強化加算（1割負担） 50

A3 1183 訪問型市独自サービス口腔連携強化加算（2割負担） 50

A3 1184 訪問型市独自サービス口腔連携強化加算（3割負担） 50

A3 1091 訪問型市独自サービス処遇改善加算Ⅰ１（1割負担） 147

A3 1092 訪問型市独自サービス処遇改善加算Ⅰ２（1割負担）同一 132

A3 1093 訪問型市独自サービス処遇改善加算Ⅰ１（2割負担） 147

A3 1094 訪問型市独自サービス処遇改善加算Ⅰ２（2割負担）同一 132

A3 1095 訪問型市独自サービス処遇改善加算Ⅰ１（3割負担） 147

A3 1096 訪問型市独自サービス処遇改善加算Ⅰ２（3割負担）同一 132

A3 1105 訪問型市独自サービス処遇改善加算Ⅱ１（1割負担） 107

A3 1106 訪問型市独自サービス処遇改善加算Ⅱ２（1割負担）同一 96

A3 1107 訪問型市独自サービス処遇改善加算Ⅱ１（2割負担） 107

A3 1108 訪問型市独自サービス処遇改善加算Ⅱ２（2割負担）同一 96

A3 1143 訪問型市独自サービス処遇改善加算Ⅱ１（3割負担） 107

A3 1144 訪問型市独自サービス処遇改善加算Ⅱ２（3割負担）同一 96

A3 1109 訪問型市独自サービス処遇改善加算Ⅲ１（1割負担） 59

A3 1110 訪問型市独自サービス処遇改善加算Ⅲ２（1割負担）同一 53

A3 1111 訪問型市独自サービス処遇改善加算Ⅲ１（2割負担） 59

A3 1112 訪問型市独自サービス処遇改善加算Ⅲ２（2割負担）同一 53

A3 1145 訪問型市独自サービス処遇改善加算Ⅲ１（3割負担） 59

A3 1146 訪問型市独自サービス処遇改善加算Ⅲ２（3割負担）同一 53

生活機能向上連携加算 200単位加算

１回につき

１回につき
事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上
にサービスを行う場合　×90％

１回につき

１回につき

サービスコード
サービス内容略称 算定項目

事業対象者・要支援１・２

244単位(30分以上1時間未満)★原則週2回
まで利用可能（加算は現行相当サービスと
同じ）

(2）介護職員処遇改善加算（Ⅱ）所定単位数の100/1000加算相当

事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上
にサービスを行う場合　×90％

事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上
にサービスを行う場合　×90％

(1）介護職員処遇改善加算（Ⅰ）所定単位数の137/1000加算相当

合成単位数 算定単位

１回につき
事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上
にサービスを行う場合　×90％

事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上
にサービスを行う場合　×90％

１回につき
事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上
にサービスを行う場合　×90％

事業対象者・要支援１・２

163単位(20分以上30分未満)★原則週2回
まで利用可能（加算は現行相当サービスと
同じ）（短時間のみの場合は3回まで）

(3）介護職員処遇改善加算（Ⅲ）所定単位数の55/1000加算相当

初回加算 200単位加算

生活機能向上連携加算 100単位加算

口腔連携強化加算 50単位加算

1月につき

1回につき

1月につき

介護職員処遇改善加算
(週１回)



A3 1121 訪問型市独自サービス処遇改善加算Ⅰ１（1割負担） 294

A3 1122 訪問型市独自サービス処遇改善加算Ⅰ２（1割負担）同一 264

A3 1123 訪問型市独自サービス処遇改善加算Ⅰ１（2割負担） 294

A3 1124 訪問型市独自サービス処遇改善加算Ⅰ２（2割負担）同一 264

A3 1151 訪問型市独自サービス処遇改善加算Ⅰ１（3割負担） 294

A3 1152 訪問型市独自サービス処遇改善加算Ⅰ２（3割負担）同一 264

A3 1125 訪問型市独自サービス処遇改善加算Ⅱ１（1割負担） 214

A3 1126 訪問型市独自サービス処遇改善加算Ⅱ２（1割負担）同一 192

A3 1127 訪問型市独自サービス処遇改善加算Ⅱ１（2割負担） 214

A3 1128 訪問型市独自サービス処遇改善加算Ⅱ２（2割負担）同一 192

A3 1153 訪問型市独自サービス処遇改善加算Ⅱ１（3割負担） 214

A3 1154 訪問型市独自サービス処遇改善加算Ⅱ２（3割負担）同一 192

A3 1129 訪問型市独自サービス処遇改善加算Ⅲ１（1割負担） 118

A3 1130 訪問型市独自サービス処遇改善加算Ⅲ２（1割負担）同一 106

A3 1131 訪問型市独自サービス処遇改善加算Ⅲ１（2割負担） 118

A3 1132 訪問型市独自サービス処遇改善加算Ⅲ２（2割負担）同一 106

A3 1155 訪問型市独自サービス処遇改善加算Ⅲ１（3割負担） 118

A3 1156 訪問型市独自サービス処遇改善加算Ⅲ２（3割負担）同一 106

A3 1161 訪問型市独自サービス特定処遇改善加算Ⅰ（1割負担） 67

A3 1162 訪問型市独自サービス特定処遇改善加算Ⅰ（1割負担）・同一 60

A3 1163 訪問型市独自サービス特定処遇改善加算Ⅰ（2割負担） 67

A3 1164 訪問型市独自サービス特定処遇改善加算Ⅰ（2割負担）・同一 60

A3 1165 訪問型市独自サービス特定処遇改善加算Ⅰ（3割負担） 67

A3 1166 訪問型市独自サービス特定処遇改善加算Ⅰ（3割負担）・同一 60

A3 1167 訪問型市独自サービス特定処遇改善加算Ⅱ（１割負担） 30

A3 1168 訪問型市独自サービス特定処遇改善加算Ⅱ（１割負担）・同一 27

A3 1169 訪問型市独自サービス特定処遇改善加算Ⅱ（2割負担） 30

A3 1170 訪問型市独自サービス特定処遇改善加算Ⅱ（2割負担）・同一 27

A3 1171 訪問型市独自サービス特定処遇改善加算Ⅱ（3割負担） 30

A3 1172 訪問型市独自サービス特定処遇改善加算Ⅱ（3割負担）・同一 27

A3 1176 訪問型市独自サービスベースアップ等支援加算（1割負担） 25

A3 1177 訪問型市独自サービスベースアップ等支援加算（2割負担） 25

A3 1178 訪問型市独自サービスベースアップ等支援加算（3割負担） 25

A3 1179 訪問型市独自サービスベースアップ等支援加算（1割負担） 50

A3 1180 訪問型市独自サービスベースアップ等支援加算（2割負担） 50

A3 1181 訪問型市独自サービスベースアップ等支援加算（3割負担） 50

介護職員等ベースアップ等支援加算
（週２回以上）

介護職員等ベースアップ等支援加算所定単位数の24/1000加算相当

1月につき

介護職員等ベースアップ等支援加算
（週１回）

介護職員等ベースアップ等支援加算所定単位数の24/1000加算相当

(1）介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ）所定単位数の63/1000加算相当

(2）介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ）所定単位数の42/1000加算相当

１月につき

１月につき

事業対象者・要支援１・２

163単位(20分以上30分未満)★原則週2回
まで利用可能（加算は現行相当サービスと
同じ）（短時間のみの場合は3回まで）

事業対象者・要支援１・２
244単位(30分以上1時間未満)★原則週2回
まで利用可能（加算は現行相当サービスと
同じ）

介護職員処遇改善加算
(週2回以上）

(1）介護職員処遇改善加算（Ⅰ）所定単位数の137/1000加算相当

(2）介護職員処遇改善加算（Ⅱ）所定単位数の100/1000加算相当

(3）介護職員処遇改善加算（Ⅲ）所定単位数の55/1000加算相当

1月につき


